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1 8 1 5 1 2 1 0 6 3

7 0 1 1 .2 6  1 1 .0 5  1 0 .8 4  1 0 .7 0  1 0 .4 2  1 0 .2 1  1 0  

5 5 1 0 .9 9  1 0 .8 3  1 0 .6 6  1 0 .5 5  1 0 .3 3  1 0 .1 7  1 0  

4 5 1 0 .8 1  1 0 .6 8  1 0 .5 4  1 0 .4 5  1 0 .2 7  1 0 .1 4  1 0  

2 0 1 6 %  1 5 1 2 1 0 6 3

7 0 1 1 .4 0  1 1 .1 2  1 1 .0 5  1 0 .8 4  1 0 .7 0  1 0 .4 2  1 0 .2 1  1 0  

5 5 1 1 .1 0  1 0 .8 8  1 0 .8 3  1 0 .6 6  1 0 .5 5  1 0 .3 3  1 0 .1 7  1 0  

4 5 1 0 .9 0  1 0 .7 2  1 0 .6 8  1 0 .5 4  1 0 .4 5  1 0 .2 7  1 0 .1 4  1 0  
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５.通所介護について‐１

（１）在宅生活の継続に資するサービス提供をしている事業所の評価
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上に該当する高齢者や要介護３以上の高齢者を積極的に受け入れる
事業所を評価する。

（２）心身機能訓練から生活行為向上訓練まで総合的に行う機能の強化
○ 個別機能訓練加算の算定要件に、居宅を訪問した上で個別機能訓練計画を作成することを要件として加え、
加算の評価を引き上げる。

（３）地域連携の拠点としての機能の充実
○ 利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、事業所を
利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開できるように、生活相談員の専従要件を
緩和する。（運営基準事項）

（４）小規模型通所介護の基本報酬の見直し
○ 小規模型通所介護の基本報酬は、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費
の実態を踏まえ、評価の適正化を行う。

（５）看護職員の配置基準の緩和
○ 看護職員については、訪問看護ステーション等と連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準
を満たしたものとする。（運営基準事項）

（６）地域密着型通所介護に係る基準の創設
○ 平成28年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保する運営
推進会議の設置など新たに基準を設ける。（運営基準事項）
○ 基本報酬については、平成27年度報酬改定後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。

改定事項と概要
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５.通所介護について‐２

（７）小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置
○ 小規模型通所介護が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際、小規模多機能型居宅
介護のサテライト型事業所に必要な宿泊室は、平成29年度末までの経過措置を設ける。（運営基準事項）

（８）通所介護（大規模型・通常規模型）のサテライト事業所への移行
○ 小規模な通所介護事業所が通所介護（大規模型・通常規模型）事業所のサテライト事業所へ移行するに当
たっては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定を行う。（運営基準事項）

（９）通所介護と新総合事業における通所事業を一体的に実施する場合の基準上の取扱い
○ 通所介護事業者が、通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を、一体的に実施する場合は、通所
介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。（運営基準事項）

（10）夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
○ 通所介護事業所の設備を利用して、夜間及び深夜に通所介護以外のサービスを提供する場合は、届出を求
めることとし、事故報告の仕組みを設ける。（運営基準事項）

（11）送迎時における居宅内介助等の評価
○ 送迎時に実施した居宅内介助等を通所介護の所要時間に含めることとする。

（12）延長加算の見直し
○ 実態として通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合、延長加算の算定を不可とする。
○ 介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、延長加算の対象範囲を拡大する。

（13）送迎が実施されない場合の評価の見直し
○ 事業所が送迎を行わない場合は減算の対象とする。

改定事項と概要
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５．通所介護（1）‐１ 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価

・ 認知症高齢者であっても、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、認知症高齢者の
日常生活自立度Ⅲ以上に該当する者を積極的に受け入れるための体制を整えている事業所を
評価する。（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者を受け入れた場合、当該利用者に対して加算。）

・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法
で２以上確保していること
・ 前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、認知症高齢者の日常生活自
立度Ⅲ以上の利用者の占める割合が１００分の２０以上であること
・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修
等を修了した者を１名以上配置していること

算定要件

点数の新旧

概要

（なし）
（新規）
認知症加算 ６０単位／日
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5.通所介護(1)‐２ 在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所の評価

・ 重度の要介護者であっても、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、要介護３以上の
高齢者を積極的に受け入れる体制を整えている事業所を評価する。（利用者全員に対して加算。）

・ 指定基準で配置すべき看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法
で２以上確保していること
・ 前年度又は算定日が属する月の前３月間の利用者の総数のうち、要介護３以上の利用者の占め
る割合が１００分の３０以上であること
・ 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を１名以上配
置していること

算定要件

点数の新旧

概要

（なし）
（新規）
中重度者ケア体制加算 ４５単位／日
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５．通所介護（2） 心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に行う機能の強化

・ 地域での在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行う事業所
を評価するため、現行の個別機能訓練加算の加算要件に、居宅を訪問した上で計画を作成する
ことを新たな要件として加えるとともに、加算の評価を引き上げる。

（追加要件（個別機能訓練加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）共通））

・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後３月ご
とに１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と
個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること

算定要件

点数の新旧

概要

個別機能訓練加算（Ⅰ） ４２単位／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） ５０単位／日

個別機能訓練加算（Ⅰ） ４６単位／日

個別機能訓練加算（Ⅱ） ５６単位／日
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５．通所介護（3） 地域連携の拠点としての機能の充実

・ 利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携
し、通所介護事業所を利用しない日でも利用者を支える地域連携の拠点としての機能を展開でき
るよう、生活相談員の専従要件を緩和し、事業所内に限った利用者との対話を主体とした相談業
務のみならず、サービス担当者会議に加えて地域ケア会議への出席などが可能となるようにする。

（生活相談員としての勤務時間数に含めることができるもの）

通知改正

概要

（なし）

（新規）
・サービス担当者会議への出席
・地域ケア会議への出席
・利用者宅に訪問し、在宅生活の状況を確認し
た上で、利用者の家族も含めた相談・援助
・地域の町内会等と連携し利用者に必要な各種

の生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発
掘・活用

などの利用者の地域生活を支える取組
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【参考】平成25年度老人保健健康増進等事業「通所介護のあり方に関する調査研究事業」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）

５．通所介護（３）＜参考＞ 通所介護において充実を図ることが求められる機能

地域連携の拠点としての機能

・ 通所介護では、今後増加が見込まれる認知症高齢者や重度の要介護者を積極的に受け入れるとともに、心身機能向上から生活行
為力向上訓練まで総合的に行うことにより自立した在宅生活を継続するサービスとして期待されている。

・ また、利用者の地域での暮らしを支えるためには、 医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動等と連携し、利用者がサービス
を利用しない日でも利用者を支える地域連携拠点が求められている。

心身機能の
維持・向上

活動の
維持・向上

社会参加の
促進

認知症高齢者・重度者への対応

生活機能の維持・向上、生活援助生活機能の維持・向上、生活援助

生活援助

居宅サービスの機能
（地域でこれらの機能を効果的・効率的に組み合わせて高齢者の生活を支える）

居宅サービスの機能
（地域でこれらの機能を効果的・効率的に組み合わせて高齢者の生活を支える）

・ｱｾｽﾒﾝﾄに基づく個別ｻｰﾋﾞｽ計画の立案、計画に基づくサービス提供、計画の評価及び見直しといった
ＰＤＣＡに基づくサービスの提供
・地域の他の事業所や専門職等との連携を通じたｻｰﾋﾞｽの提供
・利用者の社会性の維持

生活機能の維持・向上

全
て
の
事
業
所

で
実
施
す
べ
き

基
本
的
な
取
組

全
て
の
事
業
所

で
実
施
す
べ
き

基
本
的
な
取
組

家族の負担軽減家族の負担軽減

家族の
負担軽減

※レスパイトは、左記の機能を発揮するこ
とで果たされる機能

※ は通所介護において充実を図る機能
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５．通所介護（4） 小規模型通所介護の基本報酬の見直し

・ 小規模型通所介護の基本報酬は、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る
管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行う。

点数の新旧

概要

（所要時間３時間以上５時間未満）
要介護１ ４６４単位／日
要介護２ ５３３単位／日
要介護３ ６００単位／日
要介護４ ６６８単位／日
要介護５ ７３４単位／日

（所要時間５時間以上７時間未満）
要介護１ ７０５単位／日
要介護２ ８３１単位／日
要介護３ ９５７単位／日
要介護４ １，０８２単位／日
要介護５ １，２０８単位／日

（所要時間７時間以上９時間未満）
要介護１ ８１５単位／日
要介護２ ９５８単位／日
要介護３ １，１０８単位／日
要介護４ １，２５７単位／日
要介護５ １，４０５単位／日

（所要時間３時間以上５時間未満）
要介護１ ４２６単位／日
要介護２ ４８８単位／日
要介護３ ５５２単位／日
要介護４ ６１４単位／日
要介護５ ６７８単位／日

（所要時間５時間以上７時間未満）
要介護１ ６４１単位／日
要介護２ ７５７単位／日
要介護３ ８７４単位／日
要介護４ ９９０単位／日
要介護５ １，１０７単位／日

（所要時間７時間以上９時間未満）
要介護１ ７３５単位／日
要介護２ ８６８単位／日
要介護３ １，００６単位／日
要介護４ １，１４４単位／日
要介護５ １，２８１単位／日 8
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５．通所介護（４）＜参考-１＞ 通所介護の基本報酬（平成２７年度報酬改定前）につ
いて

報
酬

区
分 小規模型通所介護費 通常規模型通所介護費 大規模型(Ⅰ)通所介護費 大規模型(Ⅱ)通所介護費

前
年
度
の
平
均

延
利
用
者
数

月300人以下 月301人以上750人以内 月751人以上900人以内 月901人以上

所
要
時
間
５
時
間
以
上
７
時
間
未
満

対
通
常
規

模
型
比

＋16.3％～＋16.8％ － ▲1.7％～▲1.6％ ▲4.4％～▲4.2％

・通所介護の基本報酬については、収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ全体として事業
所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないように設定されている。

1,208
単位

1,082
単位

957
単位

831
単位

705
単位

1,034
単位

927
単位

820
単位

713
単位

606
単位

1,017
単位

911
単位

806
単位

701
単位

596
単位

989
単位

887
単位

785
単位

683
単位

580
単位

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

（参考）現行の基本報酬のイメージ

通所サービス基本部分
（入浴、排せつ、食事等の介護等）

機能訓練（※）
基
本
報
酬

（※）平成24年度報酬改定にて、機能訓練指導員を
120分配置した場合に評価する加算は、基本報酬に
組み入れている。

9

-
1
4
8
/
1
9
9
-



５．通所介護（４）＜参考-２＞ サービス提供１回当たりの管理的経費について

小規模型通所介護については、通常規模型通所介護事業所と小規模型通所介護事業所のサービス提供に係る管理的
経費の実態を踏まえ、スケールメリットに着目した報酬設定は維持しつつも、その評価の適正化を行う。

（参考）平成24年度介護報酬改定に関する審議報告(平成23年12月7日)（抄）

小規模型と通常規模型の管理的経費（サービス提供１回当たりの比較）

（出典）平成26年介護事業経営実態調査特別集計

小規模型 通常規模型

給与費
減価償却費
その他

5,632円
358円

2,956円

5,446円
424円

2,657円

事業所数
平均延利用者数

1,253か所
244.4人

1,748か所
566.6人

小規模型の
管理的経費

通常規模型の
管理的経費

減価償却費＋その他 3,314円 3,081円

※ サービス提供１回当たりに要する管理的経
費を事業所規模別で比較すると小規模型が
7.6％高い。

・ 報酬の事業所規模区分に応じて、小規模型事業所と通常規模型事業所のサービス提供１回当たりの管理的
経費を比較すると、小規模型事業所は、通常規模型事業所に比べ、7.6％高い結果となった。（平成２６年度介
護事業経営実態調査特別集計）
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５．通所介護（5） 看護職員の配置基準の緩和

・ 地域で不足している看護職員については、その専門性を効果的に活かすことができるよう、病院、
診療所、訪問看護ステーションと連携し、健康状態の確認を行った場合には、人員配置基準を満
たすものとする。

（看護職員の確保について、追加で認めるもののみ記載）

通知改正

概要

・看護職員については、提供時間帯

を通じて専従する必要はないが、
当該看護職員は提供時間帯を通じ
て指定通所介護事業所と密接かつ
適切な連携を図るものとする。

・以下のいずれの要件も満たしている

場合についても看護職員が確保され
ているものとする。

① 病院、診療所、訪問看護ステーショ
ンとの連携により、看護職員が営
業日ごとに健康状態の確認を行っ
ていること

② 病院、診療所、訪問看護ステーショ
ンと指定通所介護事業所が提供
時間帯を通じて、密接かつ適切な
連携が図られていること
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５．通所介護（6） 地域密着型通所介護に係る基準の創設

・ 平成28年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確
保する運営推進会議の設置など新たに基準を設ける。（運営基準事項）
・ 基本報酬については、平成27年度報酬改定後の小規模型通所介護の基本報酬を踏襲する。

概要

平成27年4月1日～ 平成28年4月1日～ 参考

都
道
府
県
指
定

小規模型通所介護費
（平均利用延利用者数300人以下）

利用定員18人以下は地域密着
型通所介護に移行する。

通常規模型通所介護費
（平均利用延利用者数301人以上750人以下）

通常規模型通所介護費
（平均利用延利用者数750人以下）

大規模型通所介護費（Ⅰ）
（平均利用延利用者数751人以上900人以下）

大規模型通所介護費（Ⅰ）
（平均利用延利用者数751人以上900人以下）

大規模型通所介護費（Ⅱ）
（平均利用延利用者数901人以上）

大規模型通所介護費（Ⅱ）
（平均利用延利用者数901人以上）

療養通所介護費
（利用定員9人以下）

市
町
村
指
定

地域密着型通所介護費
・利用定員18人以下
・運営推進会議の設置
（おおむね６月に１回以上開催）

療養通所介護費
・利用定員9人以下
・運営推進会議の設置
（おおむね１２月に１回以上開催）
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５．通所介護（7） 小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所への移行に向けた経過措置

・ 小規模型通所介護が小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際、小規模多
機能型居宅介護のサテライト型事業所に必要な宿泊室は、平成29年度末までの経過措置を設け
る。（運営基準事項）
・ 経過措置期間内（平成28年4月1日から平成30年3月31日まで）において、小規模多機能型居宅
介護のサテライト型事業所としての人員配置基準を満たさない場合には、小規模多機能型居宅
介護の基本報酬を減算（７０／１００）する。

・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。）附則第二十条第一項に規定する通所
介護の事業を行う者が、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までに、厚生
労働省令で定める別段の申出を行った上で、この省令の施行の日から指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（以下「指定地域密着型サービス基準」という。）第六
十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所における事業を開
始する場合は、平成三十年三月三十一日までの間、指定地域密着型サービス基準第六十七条
第一項に規定する宿泊室を設けないことができる。

地域密着型サービス基準の附則による経過措置

概要
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５．通所介護（8） 通所介護（大規模型・通常規模型）のサテライト事業所への移行

・ 小規模な通所介護事業所が通所介護（大規模型・通常規模型）事業所のサテライト事業所へ移
行するに当たっては、一体的なサービス提供の単位として本体事業所に含めて指定する。

・ 同一法人のサテライト事業所となる場合のみ移行が可能。

※現行のサテライト事業所の取扱いに従って実施。

概要
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５．通所介護（9） 通所介護と新総合事業における通所事業を
一体的に実施する場合の人員等の基準上の取扱い

・ 通所介護事業者が、通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を、同一の事業所におい
て、一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通
所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。

概要

・ 通所介護事業者が、通所介護と総合事業における通所事業を同一の事業所において一体的に
運営する場合の人員・設備の取扱いは、通所事業の類型に応じて、以下のとおりとする。

① 通所介護と「現行の通所介護相当のサービス」を一体的に運営する場合
→ 現行の介護予防通所介護に準ずるものとする。

② 通所介護と「通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）」を一体的に運営する場合
→ 従事者が専従要件を満たしているとみなし、要介護者数だけで介護給付の基準を満たし、
要支援者には必要数。

内容
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５．通所介護（９）＜参考‐１＞ サービスの類型（典型的な例）

基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別

① 通所介護
② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）

③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動な
ど、自主的な通いの場

生活機能を改善するための
運動器の機能向上や栄養改
善等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え
方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の
継続が必要なケース
○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うこ
とで改善・維持が見込まれるケース
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進してい
くことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた独自の基準

サービス
提供者（例）

通所介護事業者の従事者
主に雇用労働者

＋ボランティア
ボランティア主体

保健・医療の専門職
（市町村）

（例）通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

・ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
・多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・
医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。

・要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、

サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、
以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。
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５．通所介護（９）＜参考-２＞ 通所型サービスと通所介護を一体的に実施する場合の介護給付の基準５．通所介護（９）＜参考-２＞ 通所型サービスと通所介護を一体的に実施する場合の介護給付の基準

現行の通所介護相当のサービス
（現行の基準と同様）

緩和した基準によるサービス
住民ボランティア・住民主体の自主活動

（必ず遵守すべき基準）

一
体
的
に
行
う
場
合
の
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
の
基
準

人
員

○現行と同様、従事者が専従要件を満たしているとみなし、要支援者と要介護者を
合わせた数でサービスの基準を満たす（波線部分）
・管理者※ 常勤・専従1以上
・生活相談員 専従1以上 ・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に専従0.2以上
（生活相談員・介護職員の1人以上は常勤）
・機能訓練指導員 1以上
※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

○従事者が専従要件を満たしているとみなし（波線部分）
・管理者※ 専従1以上
・従事者 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に必要数

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

・従事者 必要数

設
備

○現行と同様、要支援者と要介護者を合わせた数でサービスの基準を満たす
・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
・静養室・相談室・事務室 ・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

○現行と同様、要支援者と要介護者を合わせた数でサービスの基準を満たす
・サービスを提供するために必要な場所（３㎡×利用定員以上）
・必要な設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
・必要な設備・備品

運
営

・個別サービス計画の作成 ・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止 ・従事者の清潔の保持・健康状態の管理 ・秘密保持等
・事故発生時の対応 ・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

（現行の基準と同様）

・必要に応じ、個別サービス計画の作成
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応 ・廃止・休止の届出と便宜の提供

・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事者又は従事者であった者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供

（注）通所型サービスを通所介護以外の介護サービスと同一敷地内で行う場合(小規模多機能、特養等の空きスペースの活用等)においては、支障がない場合(入所者の処遇に影響が無い場合)に、管理者（施設長）及び最低基準を下回らな
い範囲で、通所型サービスの従事者との兼務が可能

現行の通所介護相当のサービス
（現行の基準と同様）と一体的に実施

緩和した基準によるサービスと一体的に実施
住民ボランティア・住民主体の自主活動
（必ず遵守すべき基準）と一体的に実施

一
体
的
に
行
う
場
合
の
介
護
給
付
の
基
準

人
員

○現行と同様、従事者が専従要件を満たしているとみなし、要支援者と要
介護者を合わせた数で介護給付の基準を満たす（波線部分）
・管理者※ 常勤・専従1以上
・生活相談員 専従1以上 ・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に専従0.2以上

（生活相談員・介護職員の1以上は常勤）

・機能訓練指導員 1以上

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

【例】利用者が要介護者20人、要支援者10人の場合

→介護職員 4人以上

○従事者が専従要件を満たしているとみなし、要介護者数だけで介
護給付の基準を満たし、要支援者には必要数（波線部分）
・管理者※ 常勤・専従1以上
・生活相談員 専従1以上 ・看護職員 専従1以上
・介護職員 ～15人 専従1以上

15人～ 利用者1人に専従0.2以上

（生活相談員・介護職員の1以上は常勤）

・機能訓練指導員 1以上

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

【例】利用者が要介護者20人、要支援者10人の場合

→介護職員 2人以上＋必要数（市町村の判断）

○基準の緩和はない。

※他のサービスと同様、管理者は管理上支障がない場

合、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

また、最低基準を下回らない範囲で職員が活動に関

与することは可能。

設
備

○現行と同様、要支援者と要介護者を合わせた数で介護給付の基準を満たす
・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

運
営
・個別サービス計画の作成 ・運営規程等の説明・同意 ・提供拒否の禁止
・衛生管理等 ・秘密保持等 ・事故発生時の対応 ・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

備
考

○必ずしも場所を分ける必要はないが、プログラム内容は区分するなど、要介護者の処

遇に影響がないよう配慮。

○要介護者の処遇に影響がない範囲で、事業所のスペースを

活用することはできる。

（注）介護給付における事業者による廃止・休止の届出と便宜の提供については、介護保険法第74条第５項に規定。
＜参考＞
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５．通所介護（10） 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

・ 通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス（宿泊サービス）
を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるとともに、
情報公表を推進する。

概要

基準の新旧

（なし）

（新規）
・指定通所介護事業者が指定通所介護事業所の設備を利

用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提
供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの
提供開始前に当該指定通所介護事業者に係る指定を行っ
た都道府県知事等に届け出るものとする。

・指定通所介護事業者は、夜間及び深夜に指定通所介護以
外のサービスの提供により事故が発生した場合は、
①市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡
を行うとともに、必要な措置を講じる。

②事故の状況に際して採った処置について記録しなけれ
ばならない。

18

-
1
5
7
/
1
9
9
-



・ 通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス（介護保険制度外の宿泊サービス）を提供し
ている事業所について、利用者保護の観点から、届出制の導入、事故報告の仕組みを構築するとともに、情報の公表を推進。

・ 最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービスのガイドラインとして、従業者の配置基準や一人当たり床面積等について示
すことも推進。

概 要

・ 通所介護の基準（省令）を見直し、以下の事項を規定
① 介護保険外で宿泊サービスを提供する場合、事業所の基本情報等について指定権者への届出を義務付け
② 都道府県は届出の内容を公表（情報公表制度）
③ 宿泊サービスの提供により事故があった場合、事業所は市町村、利用者の家族に連絡

・ ガイドラインの内容としては以下の事項を規定
① 人員関係（従業者、責任者）
② 設備関係（利用定員、一人当たり床面積等）
③ 運営関係（利用者への説明・同意、緊急時等の対応、事故発生時の対応等）

具体的な内容

・ 小規模の通所介護については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性を確保す
るため、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置付ける。
これにより地域住民等が参加する運営推進会議等が定期的に開催され、宿泊サービスの部分も含めサービス全体が外部から
チェックされることとなる。

・ 介護サービス情報の公表制度で公表されている通所介護等の基本情報に「宿泊サービス」の情報を追加。

・ ｢通い｣｢訪問｣｢宿泊｣の機能を有する小規模多機能型居宅介護について、更なる普及促進や基準該当ショートステイが実施できる
事業所として小規模多機能型居宅介護の併設を認めるなどの規制緩和を行い、２４時間地域で高齢者を支える体制を整備。

関連する制度見直し等

５．通所介護（10）＜参考‐１＞ 夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所への対応

19

-
1
5
8
/
1
9
9
-



最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービス提供にあたっての設備要件等のガイドラインは、独自基準を設けている自
治体の枠組み、指定小規模多機能型居宅介護や基準該当短期入所生活介護に関する基準を参考に以下のとおり整理している。

主な事項 主な記載内容

総
則

目的 ガイドラインの目的（利用者の尊厳の保持・安全確保）
定義 宿泊ｻｰﾋﾞｽの定義（営業時間外に通所介護の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のｻｰﾋﾞｽ提供を行うこと）
宿泊サービスの提供 利用者の心身の状況に応じ、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供
宿泊サービス事業者の責務 居宅介護支援事業者との連携や他法令の遵守

人
員
関
係

従業者の員数及び資格 従業者の配置数（夜勤１以上）や資格

責任者 宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること

設
備
関
係

利用定員 宿泊サービスの利用定員

設備及び備品等 宿泊室の定員、一人当たり床面積（7.43㎡以上）、プライバシーの確保、消防法等に規定された設備の整備等

運
営
関
係

内容及び手続の説明及び同意 運営規程の概要等の説明、利用申込者の同意
宿泊サービスの提供の記録 サービスの提供記録とその記録の利用者への交付
宿泊サービスの取扱方針 自立支援の観点からのサービス提供、身体的拘束等の禁止等
宿泊サービス計画の作成 宿泊サービス計画の作成した上で、サービス提供を行うこと
介護 自立支援の視点に立った介護の提供
食事 栄養状態等に配慮した食事の提供
健康への配慮 健康状況へ配慮したサービスの提供
相談及び援助 利用者・家族の相談に応じ適切な助言、援助
緊急時等の対応 利用者の急変時における主治の医師等への連絡
運営規程 事業の目的・運営方針、従業者の職種、提供時間、利用定員、利用料、非常災害対策等
勤務体制の確保等 勤務体制の確保と研修機会の確保等
定員の遵守 利用定員の遵守
非常災害対策 定期的な夜間の避難訓練等の実施
衛生管理等 感染症防止の措置
運営規程等の掲示 勤務体制、運営規程等の掲示
秘密保持等 業務上知り得た情報の漏洩防止等
広告 虚偽・誇大な広告の禁止、介護保険外であることの明記等
苦情処理 苦情相談窓口の設置とその記録
事故発生時の対応 事故発生の市町村への報告、記録、損害賠償等
宿泊サービスを提供する場合の届出 宿泊サービスを提供する場合、開始前に指定権者への届出
調査への協力等 指定権者が行う調査への協力、必要な改善を行うこと等
記録の整備 サービス提供の内容、苦情処理の内容等の記録の整備

５．通所介護（10）＜参考‐２＞通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合のガイドラインの概要

20

-
1
5
9
/
1
9
9
-



５．通所介護（11） 送迎時における居宅内介助等の評価

・ 送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等）を通
所介護の所要時間に含めることとする。

基本報酬に係る所要時間の考え方の変更

・ 居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けた上で実施するものとし、所要時間に含めることが
できる時間は１日３０分以内とする。
・ 居宅内介助等を行う者は、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等とする。

算定要件

点数の新旧

概要
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５．通所介護（12） 延長加算の見直し

・ 通所介護の延長加算は、実態として通所介護事業所の設備を利用して宿泊する場合は算定不可
とするとともに、介護者の更なる負担軽減や、仕事と介護の両立の観点から、更に延長加算の対
象範囲を拡大する。

・ 所要時間７時間以上９時間未満の指定通所介護の前後に日常生活上の世話を行った場合
・ 指定通所介護の所要時間と指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算
した時間が９時間以上となるとき

算定要件

概要

点数の新旧

（なし）

（新規）
１２時間以上１３時間未満 ２００単位／日

１３時間以上１４時間未満 ２５０単位／日
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５．通所介護（13） 送迎が実施されない場合の評価の見直し

・ 送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を
実施していない場合）は減算を行う。

・ 通所介護計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で、減算の有無を確認する。

算定要件

概要

点数の新旧

（なし）
（新規）
送迎を行わない場合 －４７単位／片道

※療養通所介護も同様
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小規模型
(延べ利用者数 月300人以下)

通常規模型
(延べ利用者数 月300超～750人以下)

５
時
間
以
上
７
時
間
未
満

７
時
間
以
上
９
時
間
未
満

サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費（例）

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

※ 加算・減算は主なものを記載

1,107
単位

990
単位

874
単位

757
単位

641
単位

入浴介助を行った場合
（50単位）

中重度者の受入体制
（45単位）

個別機能訓練の実施
（46単位、56単位）

介護職員処遇改善加算介護福祉士や3年以上勤務者を一定
割合以上配置（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）

認知症高齢者の受入
（60単位）

定員を超えた利用や人員配
置基準に違反

（－30％）

事情により、2～３時間の利用
の場合
（３～５時間の単位から －30％）

1,281
単位

1,144
単位1,006

単位
868
単位735

単位

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５

1,144
単位1,021

単位898
単位

775
単位

656
単位

988
単位

884
単位

780
単位

676
単位572

単位

同一建物減算
（－94単位）

送迎を行わない場合
（－47単位）

栄養状態の改善のための計
画的な栄養管理

（150単位）

口腔機能向上への計画的な
取組

（150単位）

５．通所介護［報酬のイメージ］

は今回の報酬改定で見直しのある項目

・介護福祉士５割以上：18単位
・介護福祉士４割以上：12単位
・勤続年数３年以上３割以上：6単位

・加算Ⅰ：4.0％
・加算Ⅱ：2.2％
・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8

※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外

要介護１ ２ ３ ４ ５ 要介護１ ２ ３ ４ ５
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通所介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり

・人員基準

・設備基準

必要となる人員・設備等

生活相談員 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で１以上
（※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。）

看護職員 単位ごとに専従で１以上
（※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。）

介護職員

① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上（常勤換算方式）
ア 利用者の数が１５人まで １以上
イ 利用者の数が１５人を超す場合 アの数に利用者の数が１増すごとに０．２を加えた数以
上

② 単位ごとに常時１名配置されること
③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従
事することができる

機能訓練指導員 １以上

生活相談員又は介護職員のうち１人以上は常勤

※定員10名以下の事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか１名の配置で可

食堂
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上

機能訓練室

相談室 相談の内容が漏えいしないよう配慮されている

５．通所介護［基準等］
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６．療養通所介護

（１）重度要介護者の療養生活継続に資するサービスを提供している事業所の評価
○ 在宅での重度要介護者の療養生活継続への対応を強化する観点から、複数名での送迎や入浴の体制を評
価するための加算を創設する。

（２）地域密着型サービスへの移行に係る基準の創設
○ 平成28年度に地域密着型サービスへ移行することに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための
運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定については現行の基本報酬を踏襲
する（運営基準事項）。

（３）夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化
○ 療養通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス（宿泊サービス）を実施
している事業所については、届出を求めることとし、事故防止の仕組みを設けるとともに、情報公表を推進する
（運営基準事項）。

改定事項と概要
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６．療養通所（1） 重度要介護者の療養生活継続に資するサービスを提供している事業所の評価

・ 在宅での重度要介護者の療養生活継続への対応を強化する観点から、複数名での送迎や入浴
の体制を評価するための加算を創設する。

・ 個別送迎体制強化加算
① 指定療養通所介護事業所における２名以上の従事者により、個別に送迎を行っていること。
② 当該従事者のうち１名は、看護師又は准看護師であること。
・ 入浴介助体制強化加算
① 指定療養通所介護事業所における２名以上の従事者により、個別に入浴介助を行っている
こと。
② 当該従事者のうち１名は、看護師又は准看護師であること。

算定要件

点数の新旧

概要

（なし）

（新規）
・個別送迎体制強化加算 210単位／日
・入浴介助体制強化加算 60単位／日
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６．療養通所（2） 地域密着型サービスへの移行に係る基準の創設

基準の新旧

（なし）

（新規）

・ 指定地域密着型療養通所介護事業者は、指定地域密着型療養通所
介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表
者、指定地域密着型療養通所介護事業所が所在する市町村の職員
又は当該事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの
職員、地域密着型療養通所介護について知見を有する者等により構
成される運営推進会議を設置しなければならない。

・ おおむね十二月に一回以上、運営推進会議に対し指定地域密着型
療養通所介護の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け
るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けな
ければならない。

・ 平成28年度に地域密着型サービスへ移行することに伴い、地域との連携や運営の透明性を確
保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設けるとともに、基本報酬の設定につい
ては現行の基本報酬を踏襲する。

概要
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６．療養通所（3） 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

・ 療養通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス（宿泊サー
ビス）を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるととも
に、情報公表を推進する。

概要

基準の新旧

（なし）

（新規）
・指定療養通所介護事業者が指定療養通所介護事業所の設備

を利用し、夜間及び深夜に指定療養通所介護以外のサービスを
提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供
開始前に当該指定療養通所介護事業者に係る指定を行った都
道府県知事に届け出るものとする。

・指定療養通所介護事業者は、夜間及び深夜に指定療養通所
介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、
①市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を
行うとともに、必要な措置を講じる。

② 事故の状況に際して採った処置について記録しなければな
らない。
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６．療養通所介護［報酬のイメージ（１日あたり）］

サービス提供内容・時間に応じた
基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算

３時間以上
６時間未満

６時間以上
８時間未満

1,007単位

1,511単位

中山間地域等での
サービス提供

（＋5％）

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反

（－30％）

同一建物居住者等
（－94単位）

入浴介助体制
強化加算

（＋60単位）

個別送迎体制
強化加算

（＋210単位）

※点線枠の加算は区分支給限度基準額の枠外

送迎を行わない場合
（片道－47単位）

は今回の報酬改定で見直しのある項目

※ 加算・減算は主なものを記載

介護福祉士や常勤職員等を
一定割合以上配置（サービス
提供体制強化加算）

・介護福祉士6割以上：18単位
・介護福祉士5割以上：12単位
・常勤職員等 ： ６単位

介護職員処遇改善加算

・加算Ⅰ：4.0％
・加算Ⅱ：2.2％
・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9
・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8
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６．療養通所介護［基準等］

・人員基準

・設備基準

・定員 ９人以下

必要となる人員・設備等

専用の部屋
• 利用者１人につき6.4平方メートル以上であって、明確に区分され、他の部屋
等から完全に遮断されていること

看護職員又
は介護職員

• 利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護
の提供に当たる者が1以上確保されるために必要と認められる数以上

• うち１人以上は常勤の看護師であって、専ら指定療養通所介護の職務に従
事する者

• 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り
その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能
の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の
社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担
の軽減を図るものでなければならない。

基本方針

（※）下線部は今回の報酬改定で見直しのある項目 31
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